
熊本市雨水貯留施設補助金交付要綱 

 

制定 平成 ９年 ７月 １日環境保全局長決裁 

改正 平成１６年 ３月１０日環境保全局長決裁 

（略） 

平成２５年 ７月１９日水保全課長決裁  

平成２８年 ３月２５日環境局長決裁 

平成２９年 １月２５日環境局長決裁 

令和 ２年 ３月２７日水保全課長決裁 

令和 ５年 ２月 ６日水保全課長決裁 

令和 ５年 ３月１３日水保全課長決裁 

令和 ７年 ３月２４日水保全課長決裁  

令和 ８年 ４月２１日環境局長決裁   

 

（目的） 

第１条 この要綱は、雨水を利用して既設の浄化槽を雨水貯留槽に転用し、又は雨水貯留タンクを新設して雨水

の有効利用を図る者に対して熊本市雨水貯留施設補助金（以下「補助金」という。）を交付し、もって地下水の

保全及び水資源の有効利用を促進するとともに、雨水の河川等への流出抑制を図ることを目的とする。 

２ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関する事務の取扱いについては、熊本市補助金等交付規則（昭

和４３年規則第４４号）の定めるところによる。 

（定義等） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号又は浄化槽法の一部を改正する法律（平成１

２年法律第１０６号）附則第２条に規定する浄化槽であり、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３

１条第２項に基づく国土交通大臣が定めた構造方法（昭和５５年建設省告示第１２９２号）を用いるもの又

は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

(2) 雨水貯留槽 貯留した雨水を飲用以外の散水等として利用するための施設で、既設の浄化槽を転用したも

のをいう。 

(3) 雨水貯留タンク 貯留した雨水を飲用以外の散水等として利用するための施設で、屋根に降った雨水を合

計２００リットル以上貯留するものをいう（雨水貯留槽を除く。）。 

２ 補助金の交付の対象となる雨水貯留槽及び雨水貯留タンクは、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

(1) 補助金の対象者が居住する家屋（共同住宅を除く。）又はその敷地内（敷地内の店舗、工場等の建物を除

く。）に設置するものであること。 

(2) 貯留した雨水が主に店舗、工場等の利用に供されるものではないこと。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助金対象者」という。）は、次に掲げる要件の全てを満たす者と

する。 

 (1) 本市に住民登録を有する者 

(2) 市内において公共下水道への接続等で不用となった浄化槽を雨水貯留槽に転用できる権原を有する者  

又は雨水貯留タンクを新設できる権原を有する者 

(3) 雨水貯留槽又は雨水貯留タンクの適正な維持管理ができる者 

(4) 市税の滞納がない者 

(5) 過去に補助金の交付を受けていない者又は補助金の交付確定通知（第１０条の通知をいう。）の日から５

年を経過した者 

(6) 熊本市暴力団排除条例（平成２３年条例第９４号）第２条第１号から第３号までの規定に該当しない者 

（補助金額等） 

第４条 補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 雨水貯留槽への転用１件につき転用に係る費用の２分の１に相当する額（当該額が７０，０００円を超え

るときは、７０，０００円） 

 



(2) 雨水貯留タンクの新設１件につき設置に係る費用の２分の１に相当する額（当該額が３５，０００円を超

えるときは、３５，０００円） 

２ 前項に規定する補助金の額を決定する場合において、１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てるものとする。 

（補助金交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、雨水貯留槽転用工事及び雨水貯留タン

ク新設（以下これらを「工事等」という。）の実施前に、熊本市雨水貯留施設補助金交付申請書（様式第１号）

及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 雨水配管見取り図（雨水貯留槽転用工事の場合に限る。） 

(3) 工事等に要する費用を証する見積書の写し（雨水貯留タンクを購入して新設する場合は、見積書に準ずる

ものを含む。） 

(4) 浄化槽を設置した年及び型式を確認できる書類（雨水貯留槽転用工事の場合に限る。） 

(5) 補助金の振込先を確認できる書類 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金交付決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し補助金の交付可否を決定するものと

する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金交付の可否を決定したときは、熊本市雨水貯留施設補助金交付（不交付）

決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 補助金の交付の決定は、前条の規定による申請を先着順に審査して行うものとする。ただし、同日に到達し

た申請書類（第５条に規定する申請書及び添付書類をいう。）のうち交付決定の要件を満たすものが複数ある場

合であって、予算の都合によりその一部に限って交付決定せざるを得ないときは、当該交付決定の要件を満た

す申請者のうちから、抽選により交付決定をする。 

（計画変更等） 

第７条 申請者が補助金の交付決定の通知を受けた後、工事等を中止し、又は工事等の内容を変更しようとする

ときは、熊本市雨水貯留施設工事中止（計画変更）申請書（様式第３号）及び次に掲げる書類を提出し、市長

の承認を受けなければならない。 

(1) 変更後の位置図（中止の場合を除く。） 

(2) 変更後の工事等の費用を証するもの（中止の場合を除く。） 

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 次の各号に掲げる軽微な変更であって、第１条第１項の目的に反せず、かつ、補助金の額に変更のないもの

は、前項の申請書及び書類の提出を省略できるものとする。 

(1) 雨水貯留タンクメーカーの変更 

(2) 雨水貯留タンク容量の変更（変更後の容量が合計２００リットルを下回らない場合に限る。） 

(3) 雨水貯留タンクの設置場所の変更（申請した設置場所と同一の敷地内に限る。） 

(4) 設置に関する必要部品の変更 

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費の１，０００円未満の増減 

３ 市長は、第１項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、熊本市雨水貯留施設工事中止（計画変更）

承認決定通知書（様式第４号）によりその可否を申請者に通知するものとする。 

（工事完了届） 

第８条 申請者は、工事等の完了後、熊本市雨水貯留施設工事完了届（様式第５号）及び次に掲げる書類を市長

に提出しなければならない。 

(1) 工事工程写真（雨水貯留槽転用工事の場合に限る。） 

(2) 工事等に要した費用を証する領収書の写し等 

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

２ 前項の完了届及び書類の提出は、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の２月末日までにしなければ

ならない。ただし、市長が、当該年度の末日までに次条の完了検査、第１０条の補助金交付確定通知及び第１

１条第1項の請求を行うことができると認めるときは、この限りではない。 

（工事完了検査） 



第９条 市長は、前条第１項の完了届及び書類を受理したときは、速やかに完了検査を行い、その結果、工事等

が補助金交付決定通知書の内容に適合しないと認めるときは、申請者に工事等の是正を命ずることができる。 

（補助金の交付確定及び通知） 

第１０条 市長は、前条の完了検査の結果、工事等が第６条第１項の補助金交付決定の内容に適合していると認

めるときは、補助金の交付を確定し、熊本市雨水貯留施設補助金確定通知書（様式第６号）により、申請者に

通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１１条 申請者は、前条の補助金確定通知書を受け取った後、熊本市雨水貯留施設補助金請求書（様式第７号）

を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。 

２ 前項の請求は、当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。 

（補助金の返還等） 

第１２条 市長は、補助金交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて

その返還を命ずるものとする。 

(1) この要綱に違反したとき。 

(2) 虚偽その他不正な手続きにより補助金交付を受けたとき。 

(3) その他市長が補助金交付を不適当と認めたとき。 

（処分の制限） 

第１３条 補助金の交付を受けた者は、市長の承認を受けずに補助金の交付対象となった雨水貯留槽又は雨水貯

留タンクを処分してはならない。ただし、補助金を交付した年度の翌年度の初日から起算して５年を経過する

日の属する年度の末日を経過した場合は、この限りでない。 

（補則） 

第１４条 補助金の交付は、予算の範囲内で行うこととする。 

２ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成９年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年３月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２５年７月１９日から施行する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の熊本市雨水貯留施設補助金交付要綱様式第１号の規定に基づき作成された用紙は、

当分の間使用することができる。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （期間） 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日をもって廃止する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月２１日から施行する。 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

熊本市雨水貯留施設補助金交付申請書 

 

年  月  日   

熊本市長      （宛） 

 

（申請者）               

住所                 

氏名                 

電話番号               

 

 下記のとおり熊本市雨水貯留施設補助金の交付を受けたいので、熊本市雨水貯留施設補助金交付要綱第５条

の規定に基づき申請します。 

 なお、この申請にあたり、市税の納付状況について確認することに同意します。 

記  

１ 設置場所     熊本市 

２ 工事費                 円 

３ 補助申請額               円 

４ 工事実施予定日     年  月  日～    年  月  日 

５ 添付書類 

（１）位置図 

（２）雨水配管見取り図（雨水貯留槽転用工事の場合に限る。） 

（３）工事等に要する費用を証する見積書の写し（雨水貯留タンクを購入して新設する

場合は、見積書に準ずるものでも可） 

（４）浄化槽を設置した年及び型式を確認できる書類（雨水貯留槽転用工事の場合に限

る。） 

（５）補助金の振込先を確認できる書類 

（６）その他（市から提出を求められた場合のみ） 

 

□熊本市暴力団排除条例（平成２３年条例第９４号）第２条第１号から第３号

までの規定に該当しないことを誓約します。  

………………………‥…………………………………………………………  

 納税課確認欄  

      申請者について、次のとおり確認しました。  

      １滞納なし  

      ２滞納あり  市民税（特徴・普徴）・固定資産税・法人市民税  

            軽自動車税・事業所税・特別土地保有税  

            その他  

      ３滞納あり  (分割納付約束履行中 ) 

            (滞納解消予定時期   年   月   日 ) 

            令和   年   月   日   納税課長  



様式第２号（第６条関係） 

 

発 第   号   

年  月  日   

 

住 所 

 

氏 名          様 

 

熊本市長        印 

 

熊本市雨水貯留施設補助金交付（不交付）決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました熊本市雨水貯留施設補助金に

ついては、審査の結果、下記のとおり交付（不交付）と決定しましたので通知しま

す。 

 

記 

 

１ 設置場所    

２ 交付決定額  金       円 

３ 交付の条件   

 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

熊本市雨水貯留施設工事中止（計画変更）申請書 

 

  年  月  日   

 

熊本市長       （宛） 

 

（申請者）               

住所                 

氏名                 

電話番号               

 

 

     年  月  日付けで申請しました、熊本市雨水貯留施設補助金に係る

工事を、（中止・計画変更）したいので下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１ 計画変更の内容（中止の場合は記載不要） 

 

２ 中止・計画変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

発 第   号   

年  月  日   

 

住 所 

 

氏 名          様 

 

 

熊本市長       印 

 

熊本市雨水貯留施設工事中止（計画変更）承認決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました熊本市雨水貯留施設補助金に

係る工事の（中止・計画変更）については、審査の結果下記のとおり決定しました

ので通知します。 

 

記 

 

１ 決定内容 

 

２ 決定理由 

 

３ 決定金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

熊本市雨水貯留施設工事完了届 

 

年  月  日   

 

熊本市長       （宛） 

 

（申請者）               

住所                 

氏名                 

電話番号               

 

 

     年  月  日付けで申請しました、熊本市雨水貯留施設補助金に係る

工事については、   年  月  日に完了しましたので届けます。 

 

記 

 

１ 設置場所  熊本市 

 

２ 添付書類 

（１）工事工程写真（雨水貯留槽転用工事の場合に限る。） 

（２）工事等に要した費用を証する領収書の写し等 

（３）その他（市から提出を求められた場合のみ） 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１０条関係） 

 

 

発 第   号   

年  月  日   

 

住 所 

 

氏 名          様 

 

熊本市長      印 

 

熊本市雨水貯留施設補助金確定通知書 

 

     年  月  日付け  発第  号で交付決定しました熊本市雨水貯

留施設補助金については、下記のとおり確定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 設置場所  熊本市 

 

２ 交付確定額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１１条関係） 

 

熊本市雨水貯留施設補助金請求書 

 

 

年  月  日   

 

熊本市長       （宛） 

 

（申請者）               

住所                 

氏名                 

電話番号               

 

 

年  月  日付けで交付確定通知のあった、熊本市雨水貯留施設補助

金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

          請求金額           円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振 込 口 座 名 

金融機関名 

銀行 

金庫 

農協 

本店 

支店 

出張所 

口座番号 普通・当座  

口座名義人  


